
計量管理規定の変更認可申請書 
27 原機（青む）010 
平成 28 年 3 月 4 日 

 
原子力規制委員会  殿 

申請者 住   所 茨城県那珂郡東海村大字舟石川 765 番地 1 
名   称 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 
代表者氏名 理事長 児 玉 敏 雄 

 
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 61 条の 8 第 1 項の規定に基づき、下

記のとおり計量管理規定の変更認可を申請します。 
 

記 
 

１．名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 
氏名又は名称  国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 
代表者の氏名  理事長 児玉 敏雄 
住    所  〒319-1184 茨城県那珂郡東海村大字舟石川 765 番地 1 

 
２．使用の場所の名称及び所在地 

名   称   国立研究開発法人日本原子力研究開発機構  
青森研究開発センターむつ事務所 

所 在 地   〒035-0022 青森県むつ市大字関根字北関根 400 番地 
 

３．原子炉の廃止措置計画の認可年月日及び番号 
平成 18 年 10 月 20 日 17 諸文科科第 5682 号 

 
４．事務上の連絡先 

名   称   国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 
青森研究開発センターむつ事務所 

所 在 地   〒035-0022 青森県むつ市大字関根字北関根 400 番地 
連絡員の氏名          所属部課名（むつ事務所保安管理課） 

電話番号 
電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  
FAX 番号 

 
５．変更の内容 

別紙１のとおり 
 

６．変更の理由 
別紙２のとおり 



 
 
 
 
 
 
 

青森研究開発センター  
むつ事務所国際規制物資計量管理規定 

 
新旧対照表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 28 年３月 
 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 
 

 

別紙１ 



青森研究開発センター むつ事務所国際規制物資計量管理規定 新旧対照表 

 

現       行 改  正  後 備  考 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

青森研究開発センターむつ事務所 
国際規制物資計量管理規定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２７年４月 
 
 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 
青森研究開発センターむつ事務所 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 
青森研究開発センター 

国際規制物資計量管理規定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２８年○月 
 
 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 
青森研究開発センター 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
記載の明確化に伴う

変更 
組織体制見直しに伴

う事業所名称の変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同上 
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現       行 改  正  後 備  考 
 

青森研究開発センター むつ事務所国際規制物資計量管理規定 
 
 
目次        （ 略 ）  
 

附則 
別表第１～別表第２        （ 略 ）  
 
別  図 青森研究開発センター むつ事務所の計量管理組織図 

 
 

第１ 編  総 則  
 
第１ 章  目 的  

（目 的 ）  
第 １ 条  こ の 規 定 は 、 核 原 料 物 質 、 核 燃 料 物 質 及 び 原 子 炉 の 規 制 に 関 す る 法 律

（昭 和 ３２ 年 法律 １ ６６ 号 。以 下 「法 律 」と い う。） 第 61 条 の８ 第 １項 の 規

定に 基 づい て、日 本 原 子 力 研究 開 発機 構 青森 研 究開 発 セ ン タ ーむ つ 事務 所（以

下「むつ事務所」という。）にお ける 国 際規 制 物資 の 計量 及 び管 理（ 以下「 計 量管

理」とい う 。）に 関 する 事 項を 定 め、も って 国 際規 制 物資 の 適正 な 計量 管 理 を

確 保 す る こ と を 目 的 と し 、 併 せ て 国 際 約 束 に 基 づ く 保 障 措 置 そ の 他 供 給 当 事

国別 管 理の 円 滑な 運 営に 資 する 。  
 
 

第２ 章  適 用 範囲  
（適 用 範囲 ）  

第２ 条  こ の 規定 は 、む つ 事務 所 にお い て法 律第 61 条 の ３ 第１ 項 第３ 号 に規 定

す る 「 原 子 炉 設 置 者 が 国 際 規 制 物 資 を 原 子 炉 の 設 置 又 は 運 転 の 用 に 供 す る 場

合」 に 適用 す る。  
 

第３ 章  定 義  
（定 義 ）  

第 ３ 条  こ の 規 定 に お い て 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号

に定 め ると こ ろに よ る。  
⑴  「 高 濃 縮 ウ ラ ン 」 と は 、 同 位 元 素 ウ ラ ン ２ ３ ５ の 濃 縮 度 が ２ ０ ％ 以 上 に

濃縮 さ れ た ウ ラ ン を い う 。  
⑵  「 低濃 縮 ウラ ン 」と は 、同 位 元素 ウ ラン ２ ３５ の 濃 縮 度 が０ .７ １１ ％ を

超え 、 ２０ ％ 未満 に 濃縮 さ れた ウ ラン を いう 。  
⑶  「 天然 ウ ラ ン 」 と は 、 天 然 に 産す る ウラ ン をい う 。  

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 
青森研究開発センター 国際規制物資計量管理規定 

 
 
目次        （ 変 更な し ）  
 

附則 
別表第１～別表第２        （ 変 更な し ）  
 
別  図 青森研究開発センター 計量管理組織図 

 
 
第１ 編  総 則  

 
第１ 章  目 的  

（目 的 ）  
第 １ 条  こ の 規 定 は 、 核 原 料 物 質 、 核 燃 料 物 質 及 び 原 子 炉 の 規 制 に 関 す る 法 律

（昭 和 ３２ 年 法律 １ ６６ 号 。以 下 「法 律 」と い う。）第 61 条の ８ 第１ 項及び

国際規制物資の使用等に関する規則（昭和３６年総理府令第５０号、以下「国規則」とい

う。）第４条の２の２の 規 定 に 基づ い て 、 日 本 原 子 力研 究 開 発 機 構 青 森 研究 開 発

セン タ ー（以下「センター」という。）に お ける 国 際規 制 物資 の 計量 及 び管 理（以

下「 計 量管 理」と い う。）に 関 する 事 項 を定 め 、も っ て国 際 規制 物 資の 適 正な

計 量 管 理 を 確 保 す る こ と を 目 的 と し 、 併 せ て 国 際 約 束 に 基 づ く 保 障 措 置 そ の

他供 給 当事 国 別管 理 の円 滑 な運 営 に資 す る。  
 

第２ 章  適 用 範囲  
（適 用 範囲 ）  

第２ 条  こ の 規定 は 、セ ン ター に おい て 法律 第 61 条の ３ 第 １項 第 ３号 に 規定 す

る「 原子 炉 設置 者 が 国際 規 制物 資 を原 子 炉の 設 置 又 は 運転 の 用に 供 する 場 合 」

に適 用 する 。  
 

第３ 章  定 義  
（定 義 ）  

第 ３ 条  こ の 規 定 に お い て 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号

に定 め ると こ ろに よ る。  
⑴  「 高 濃 縮 ウ ラ ン 」 と は 、 同 位 元 素 ウ ラ ン ２ ３ ５ の 濃 縮 度 が ２ ０ ％ 以 上 に

濃縮 さ れた ウ ラン を いう 。  
⑵  「 低濃 縮 ウラ ン 」と は 、同 位 元素 ウ ラン ２ ３５ の 濃 縮 度 が０ .７ １１ ％ を

超え 、 ２０ ％ 未満 に 濃縮 さ れた ウ ラン を いう 。  
⑶  「 天然 ウ ラン 」 とは 、 天然 に 産す る ウラ ン をい う 。  

記載の明確化に伴う

変更 
組織体制見直しに伴

う事業所名称の変更 
 
 
 
 
 
同上 
 
 
 
 
 
 
 
記載の明確化に伴う

変更 
 
組織体制見直しに伴

う事業所名称の変更 
 
 
 
 
 
組織体制見直しに伴

う事業所名称の変更 
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現       行 改  正  後 備  考 
な お 、 天 然 ウ ラ ン ど う し の 混 合 以 外 の 方 法 （ 濃 縮 、 混 合 、 再 処 理 等 ）に

よ っ て 得 ら れ た ウ ラ ン に つ い て は 、 例 え 天 然 ウ ラ ン の 濃 縮 度 と 同 等 の 値で

あっ て も、 天 然ウ ラ ンと は しな い 。  
⑷  「 劣化 ウ ラン 」とは 、同位 元 素ウ ラ ン２ ３ ５の 濃 縮度 が ０ .７ １ １％ 以 下

のウ ラ ンを い う。  
⑸  「 実効 キ ログ ラ ム」 と は、  
イ． プ ルト ニ ウム に つい て は、 そ のキ ロ グラ ム 単位 の 重量 の 数値  
ロ ． 濃 縮 度 が 0 .01（ １ ％ ） 以 上 の ウ ラ ン に つ い て は 、 そ の キ ロ グ ラ ム 単 位

の重 量 の数 値 に濃 縮 度の ２ 乗を 乗 じて 得 られ る 数値  
ハ．濃 縮 度 が 0 .005（ 0 .5％）を 超え 、0 .01（ １ ％）未 満で あ るウ ラ ンに つ い

ては 、 その キ ログ ラ ム単 位 の重 量 の数 値 に 0 .0001 を 乗じ て 得ら れ る数 値  
ニ ． 濃 縮 度 が 0 .005（ 0 .5％ ） 以 下 の 劣 化 ウ ラ ン 及 び ト リ ウ ム に つ い て は 、

そ の キ ロ グ ラ ム 単 位 の 重 量 の 数 値 に 0 .00005 を 乗 じ て 得 ら れ る 数 値 を い

う。  
⑹  「 供 給 当 事 国 」 と は 、 法 律 第 ２ 条 第 １ １ 項 に 基 づ き 、 原 子 力 規 制 委 員 会

が 定 め る 告 示 に 掲 げ る 国 際 規 制 物 資 に 関 す る 国 際 約 束 （ 核 兵 器 の 不 拡 散 に

関 す る 条 約 第 ３ 条 １ 及 び ４ の 規 定 の 実 施 に 関 す る 日 本 国 政 府 と 国 際 原 子 力

機関 と の間 の 協定 （ 昭 和 52 年 条約 第 13 号 ） を除 く。） の 締約 相 手国 （国

際 機 関 を 含 む 。）（ 同 一 の 国 際 規 制 物 資 が 二 以 上 の 国 際 約 束 に 関 連 す る 場 合

の二 以 上の 締 約相 手 国の 組 み合 わ せを 含 む。）を い う。  
⑺  「 核 燃 料 物 質 計 量 管 理 区 域 」（ 以 下 「 Ｍ Ｂ Ａ 」 と い う 。） と は 、 む つ 事 務

所内 で あっ て、国 際 約束 に 基づ く 保障 措 置並びに供給当事国別管理の円 滑 な適

用 の た め 、 当 該 区 域 に 係 る 核 燃 料 物 質 の 受 払 量 又 は 実 在 庫 量 の 計 量 を 適 切

に行 う こと が でき る 区 域 を いう 。  
⑻  「 主 要 測 定 点 」（ 以 下 「 Ｋ Ｍ Ｐ 」 と い う 。） と は 、 Ｍ Ｂ Ａ に 係 る 核 燃 料 物

質 の 受 払 量 又 は 実 在 庫 量 の 計 量 を 適 切 に 行 う こ と が で き る も の を い う 。 Ｋ

ＭＰ に は、 流 れの Ｋ Ｍ Ｐ 及 び在 庫 のＫ Ｍ Ｐと が ある 。  
⑼  「 バ ッ チ 」 と は 、 計 量 管 理 の た め に 一 体 と し て 取 り 扱 わ れ る 核 燃 料 物 質

の総 体 をい う 。  
⑽  「 ソ ー ス デ ー タ 」 と は 、 測 定 若 し く は 校 正 の 間 に 記 録 さ れ る デ ー タ 又 は

払 出 し 側 か ら の 送 り 状 等 で 核 燃 料 物 質 を 同 定 し 、 バ ッ チ デ ー タ の 基 礎 に な

る も の を い う 。 ソ ー ス デ ー タ に は 、 例 え ば 化 合 物 の 重 量 、 元 素 の 重 量 を 決

定す る ため の 変換 係 数 、 比 重、 元 素濃 度 、同 位 体比 等 が含 ま れる 。  
⑾  「 測 定 済 廃 棄 」 と は 、 測 定 さ れ 又 は 測 定 に 基 づ い て 推 定 さ れ 、 か つ そ の

後 の 原 子 力 利 用 に 適 さ な い よ う な 態 様 で 核 燃 料 物 質 を 廃 棄 す る こ と を い

う。  
⑿  「 保 管 廃 棄 」 と は 、 処 理 又 は 使 用 上 の 結 果 に よ り 当 分 の 間 、 回 収 不 可 能

で あ る と 認 め ら れ た 核 燃 料 物 質 を 廃 棄 す る た め ＭＢＡ内に 貯 蔵 す る こ と を

いう 。  
⒀  「 在 庫 差 」 と は 、 実 在 庫 量 の 確 認 に よ り 発 生 す る 帳 簿 在 庫 量 と 実 在 庫 量

な お 、 天 然 ウ ラ ン ど う し の 混 合 以 外 の 方 法 （ 濃 縮 、 混 合 、 再 処 理 等 ）に

よ っ て 得 ら れ た ウ ラ ン に つ い て は 、 例 え 天 然 ウ ラ ン の 濃 縮 度 と 同 等 の 値で

あっ て も、 天 然ウ ラ ンと は しな い 。  
⑷  「 劣化 ウ ラン 」とは 、同位 元 素ウ ラ ン２ ３ ５の 濃 縮度 が ０ .７ １ １％ 以 下

のウ ラ ンを い う。  
⑸  「 実効 値 」と は 、  
イ． プ ルト ニ ウム に つい て は、 そ のキ ロ グラ ム 単位 の 重量 の 数値  
ロ ． 濃 縮 度 が 0 .01（ １ ％ ） 以 上 の ウ ラ ン に つ い て は 、 そ の キ ロ グ ラ ム 単 位

の重 量 の数 値 に濃 縮 度の ２ 乗を 乗 じて 得 られ る 数値  
ハ．濃 縮度 が 0 .005（ 0 .5％）を 超え 、0 .01（ １ ％）未 満で あ るウ ラ ンに つ い

ては 、 その キ ログ ラ ム単 位 の重 量 の数 値 に 0 .0001 を 乗じ て 得ら れ る数 値  
ニ ． 濃 縮 度 が 0 .005（ 0 .5％ ） 以 下 の 劣 化 ウ ラ ン 及 び ト リ ウ ム に つ い て は 、

そ の キ ロ グ ラ ム 単 位 の 重 量 の 数 値 に 0 .00005 を 乗 じ て 得 ら れ る 数 値 を い

う。  
⑹  「 供 給 当 事 国 」 と は 、 法 律 第 ２ 条 第 １ １ 項 に 基 づ き 、 原 子 力 規 制 委 員 会

が 定 め る 告 示 に 掲 げ る 国 際 規 制 物 資 に 関 す る 国 際 約 束 （ 核 兵 器 の 不 拡 散 に

関 す る 条 約 第 ３ 条 １ 及 び ４ の 規 定 の 実 施 に 関 す る 日 本 国 政 府 と 国 際 原 子 力

機関 と の間 の 協定 （ 昭 和 52 年 条約 第 13 号 ） を除 く。） の 締約 相 手国 （国

際 機 関 を 含 む 。）（ 同 一 の 国 際 規 制 物 資 が 二 以 上 の 国 際 約 束 に 関 連 す る 場 合

の二 以 上の 締 約相 手 国の 組 み合 わ せを 含 む。） を い う。  
⑺  「 核 燃 料 物 質 計 量 管 理 区 域 」（ 以 下 「 Ｍ Ｂ Ａ 」 と い う 。） と は 、 セ ン タ ー

内で あ って 、国 際 約 束に 基 づく 保 障措 置 並びに供給当事国別管理の円 滑 な適 用

の た め 、 当 該 区 域 に 係 る 核 燃 料 物 質 の 受 払 量 又 は 実 在 庫 量 の 計 量 を 適 切 に

行う こ とが で きる 区 域を い う。  
⑻  「 主 要 測 定 点 」（ 以 下 「 Ｋ Ｍ Ｐ 」 と い う 。） と は 、 Ｍ Ｂ Ａ に 係 る 核 燃 料 物

質 の 受 払 量 又 は 実 在 庫 量 の 計 量 を 適 切 に 行 う こ と が で き る も の を い う 。 Ｋ

ＭＰ に は、 流 れの Ｋ ＭＰ 及 び在 庫 のＫ Ｍ Ｐと が ある 。  
⑼  「 バ ッ チ 」 と は 、 計 量 管 理 の た め に 一 体 と し て 取 り 扱 わ れ る 核 燃 料 物 質

の総 体 をい う 。  
⑽  「 ソ ー ス デ ー タ 」 と は 、 測 定 若 し く は 校 正 の 間 に 記 録 さ れ る デ ー タ 又 は

払 出 し 側 か ら の 送 り 状 等 で 核 燃 料 物 質 を 同 定 し 、 バ ッ チ デ ー タ の 基 礎 に な

る も の を い う 。 ソ ー ス デ ー タ に は 、 例 え ば 化 合 物 の 重 量 、 元 素 の 重 量 を 決

定す る ため の 変換 係 数、 比 重、 元 素濃 度 、同 位 体比 等 が含 ま れ る 。  
⑾  「 測 定 済 廃 棄 」 と は 、 測 定 さ れ 又 は 測 定 に 基 づ い て 推 定 さ れ 、 か つ そ の

後 の 原 子 力 利 用 に 適 さ な い よ う な 態 様 で 核 燃 料 物 質 を 廃 棄 す る こ と を い

う。  
⑿  「 保 管 廃 棄 」 と は 、 処 理 又 は 使 用 上 の 結 果 に よ り 当 分 の 間 、 回 収 不 可 能

で あ る と 認 め ら れ た 核 燃 料 物 質 を 廃 棄 す る た め ＭＢＡ内に 貯 蔵 す る こ と を

いう 。  
⒀  「 在 庫 差 」 と は 、 実 在 庫 量 の 確 認 に よ り 発 生 す る 帳 簿 在 庫 量 と 実 在 庫 量

 
 
 
 
 
記載の適正化に伴う

変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
組織体制見直しに伴

う事業所名称の変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

現       行 改  正  後 備  考 
との 差 をい う 。  

⒁  「 在 庫 変 動」 と は、 MBA にお ける 核燃 料 物質 の 増加 又 は減 少 をい う 。  
                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   
 

第４ 章  計 量 管理 を 行 う 者 の職 務 及び 組 織  
（計 量 管理 組 織）  

第 ４ 条  む つ 事 務 所 に お け る 国 際 規 制 物 資 の 計 量 管 理 を 適 切 に 行 う た め 、 次 の

各号 に 掲げ る 者か ら な る 計 量 管 理 組織 を おく も のと す る。  
(1 )  む つ 事 務 所長  
(2 )  計 量 管 理 責任 者  
(3 )  計 量 管 理 実施 者  

２  計 量 管 理 責任 者 は、 保 安管 理 課長 と する 。  
３  第 １ 項 及 び第 ２ 項の 計 量管 理 組織 は 、別 図 のと お りと す る。  
（総 括 ）  
第 ５ 条  む つ 事 務 所 に お け る 国 際 規 制 物 資 の 計 量 管 理 は 、 む つ 事 務 所 長 が 総 括

する 。  
２  こ の 規 定 の改 廃 は、 む つ 事 務 所長 が 行う 。  

 
第６ 条 ～第 ７ 条         （略 ）  

 
第５ 章  そ の 他  

（通 達 の制 定 ）  
第 ８ 条  む つ 事 務 所 長 は 、 こ の 規 定 の 範 囲 内 に お い て 必 要 な 通 達 を 定 め る こ と

がで き る。  
 

第９ 条 ～第 10 条         （ 略 ）  
 
第２ 編  原 子 炉施 設 にお け る核 燃 料物 質 の計 量 管理  

 
第１ 章  Ｍ Ｂ Ａ及 び その 符 号  

 
第１ 条 ～第 ９ 条         （略 ）  

との 差 をい う 。  
⒁  「 在庫 変 動」 と は、 MBA にお ける 核燃 料 物質 の 増加 又 は減 少 をい う 。  
                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   
 

第４ 章  計 量 管理 を 行う 者 の職 務 及び 組 織  
（計 量 管理 組 織）  

第 ４ 条  セ ン タ ー に お け る 国 際 規 制 物 資 の 計 量 管 理 を 適 切 に 行 う た め 、 次 の 各

号に 掲 げる 者 から な る計 量 管理 組 織を お くも の とす る 。  
(1 )  青 森研 究 開発 セ ンタ ー 所長 （ 以下 、「所 長 」と い う。）  
(2 )  計 量管 理 責任 者  
(3 )  計 量管 理 実施 者  

２  計 量管 理 責任 者 は、 保 安管 理 課長 と する 。  
３  第 １項 及 び第 ２ 項の 計 量管 理 組織 は 、別 図 のと お りと す る。  
（総 括 ）  
第５ 条  セ ン ター に おけ る 国際 規 制物 資 の計 量 管理 は 、所 長 が総 括 する 。  
 
２  こ の規 定 の改 廃 は、 所 長が 行 う。  

 
第６ 条 ～第 7 条         （変 更 なし ）      

 
第５ 章  そ の 他  

（通 達 の制 定 ）  
第８ 条  所 長 は、こ の規 定 の範 囲 内に お いて 必 要 な 通 達を 定 める こ とが で きる 。 

 
 

第９ 条 ～第 10 条         （ 変 更な し ）  
 

第２ 編  原 子 炉施 設 にお け る核 燃 料物 質 の計 量 管理  
 

第１ 章  Ｍ Ｂ Ａ及 び その 符 号  
 

第１ 条 ～第 ９ 条         （変 更 なし ）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
組織体制見直しに伴

う事業所名称の変更 
組織体制見直しに伴

う計量管理組織の変

更 
 
 
 

組織体制見直しに伴

う計量管理組織の変

更 
 
 
 
 
 
同上 
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第４ 章  計 量 管理 手 続  
（受 入 れ ）  

第 10 条  計量 管 理 実 施 者 は 、 核 燃料 物 質を Ｍ ＢＡ へ 受入 れ よう と する と きは 、

次の 事 項を 明 らか に し て 、 あ ら か じめ 計 量管 理 責任 者 の同 意 を得 る 。  
⑴  受 入 れ の 日付  
⑵  受 入 れ の 理由  
⑶  核 燃 料 物 質の 種 類及 び 量  
⑷  Ｍ Ｂ Ａ の 符号  
⑸  Ｋ Ｍ Ｐ の 符号  
⑹  バ ッ チ 名  
⑺  バ ッ チ 当 たり の 単位 体 数  
⑻  測 定 ベ ー ス  
⑼  ソ ー ス デ ータ  
⑽  供 給 当 事 国別 管 理区 分  
⑾  そ の 他 必 要事 項  

２  計 量管 理 実 施 者 は 、前項 の 核燃 料 物 質を 受 入れ た とき は 、第 24 条 の 定め る

と こ ろ に よ り 測 定 し 、 前 項 の 同 意 を 得 た 内 容 と 異 な る 場 合 は 、 速 や か に 計 量

管理 責 任者 に 通知 す る 。  
３  計 量 管 理 実 施 者 は 、 第 １ 項 の 核 燃 料 物 質 を 受 入 れ た と き は 、 む つ 事 務 所 長

に報 告 する 。  
４  計 量 管 理 実施 者 は、核 燃料 物 質を 受 入れ る とき は 、払出者が発行する核燃料物

質移動通知書等に記載された核 燃 料 物 質 の バ ッ チ 名 、 封 印 、 員 数 及 び 供 給 当 事国

等を 確 認す る とと も に、 当 該核 燃 料物 質 の受 入 れに 立 ち会 う 。  
５  第 １ 項 第 ６ 号 の バ ッ チ 名 は 、 払 出 し Ｍ Ｂ Ａ で 付 さ れ た バ ッ チ 名 と す る 。 た

だ し 、 払 出 し Ｍ Ｂ Ａ で 付 さ れ た バ ッ チ 名 が 第 ８ 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に

よ り 、 受 入 れ た Ｍ Ｂ Ａ で 使 用 す る こ と が 適 当 で な い と き 若 し く は 払 出 し Ｍ Ｂ

Ａ で 付 さ れ た バ ッ チ 名 が 明 ら か で な い と き は 、 適 切 な バ ッ チ 名 を 付 す と と も

にそ の 理由 を 明ら か に す る 。  
 

第 11 条         （略 ）  
 

（払 出 し ）  
第 12 条  計量 管 理 実 施 者 は 、 核 燃料 物 質を Ｍ ＢＡ か ら払 出 そう と する と きは 、

第 24 条 の 定 め る と こ ろ に よ り 測 定し 、在庫 変 動事 項 を明 ら か に し て 、あ らか

じめ 計 量管 理 責任 者 の 同 意 を 得 る 。  
２  計 量 管 理 実 施 者 は 、 前 項 の 払 出 し を す る と き は 、 あ ら か じ め む つ 事 務 所 長

に報 告 する 。  
３  計 量 管 理 実 施 者 は 、 当 該 施 設 か ら 核 燃 料 物 質 を 払 出 す と き は 、 原 則 と し て

こ れ に 立 ち 会 う と と も に 当 該 核 燃 料 物 質 の 種 類 、 数 量 、 払 出 先 の 名 称 、 住 所

 
第４ 章  計 量 管理 手 続  

（受 入 れ）  
第 10 条  計量 管 理 実施 者 は、 核 燃料 物 質を Ｍ ＢＡ へ 受入 れ よう と する と きは 、

次の 事 項を 明 らか に して 、 あら か じめ 計 量管 理 責任 者 の同 意 を得 る 。  
⑴  受 入れ の 日付  
⑵  受 入れ の 理由  
⑶  核 燃料 物 質の 種 類及 び 量  
⑷  Ｍ ＢＡ の 符号  
⑸  Ｋ ＭＰ の 符号  
⑹  バ ッチ 名  
⑺  バ ッチ 当 たり の 単位 体 数  
⑻  測 定ベ ー ス  
⑼  ソ ース デ ータ  
⑽  供 給当 事 国別 管 理区 分  
⑾  そ の他 必 要事 項  

２  計 量管 理 実施 者 は、前項 の 核燃 料 物 質を 受 入れ た とき は 、第 24 条 の 定め る

と こ ろ に よ り 測 定 し 、 前 項 の 同 意 を 得 た 内 容 と 異 な る 場 合 は 、 速 や か に 計 量

管理 責 任者 に 通知 す る。  
３  計 量 管 理 実 施 者 は 、 第 １ 項 の 核 燃 料 物 質 を 受 入 れ た と き は 、 所 長 に 報 告 す

る。  
４  計 量管 理 実施 者 は、核 燃料 物 質を 受 入れ る とき は 、払出者が発行する核燃料物

質移動通知書等に記載された核 燃 料 物 質 の バ ッ チ 名 、 封 印 、 員 数 及 び 供 給 当 事国

等を 確 認す る とと も に、 当 該核 燃 料物 質 の受 入 れに 立 ち会 う 。  
５  第 １ 項 第 ６ 号 の バ ッ チ 名 は 、 払 出 し Ｍ Ｂ Ａ で 付 さ れ た バ ッ チ 名 と す る 。 た

だ し 、 払 出 し Ｍ Ｂ Ａ で 付 さ れ た バ ッ チ 名 が 第 ８ 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に

よ り 、 受 入 れ た Ｍ Ｂ Ａ で 使 用 す る こ と が 適 当 で な い と き 若 し く は 払 出 し Ｍ Ｂ

Ａ で 付 さ れ た バ ッ チ 名 が 明 ら か で な い と き は 、 適 切 な バ ッ チ 名 を 付 す と と も

にそ の 理由 を 明ら か にす る 。  
 

第 11 条         （変 更 なし ）  
 

（払 出 し）  
第 12 条  計量 管 理 実施 者 は、 核 燃料 物 質を Ｍ ＢＡ か ら払 出 そう と する と きは 、

第 24 条 の 定め る と ころ に より 測 定し 、在庫 変 動事 項 を明 ら か に し て 、あ らか

じめ 計 量管 理 責任 者 の同 意 を得 る 。  
２  計 量 管 理 実 施 者 は 、 前 項 の 払 出 し を す る と き は 、 あ ら か じ め 所 長 に 報 告 す

る。  
３  計 量 管 理 実 施 者 は 、 当 該 施 設 か ら 核 燃 料 物 質 を 払 出 す と き は 、 原 則 と し て

こ れ に 立 ち 会 う と と も に 当 該 核 燃 料 物 質 の 種 類 、 数 量 、 払 出 先 の 名 称 、 住 所

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
組織体制見直しに伴

う計量管理組織の変

更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同上 
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及び 受 取責 任 者等 を 確 認 す る 。  

４  計 量 管 理 実 施 者 は 、 当 該 施 設 か ら 核 燃 料 物 質 を 払 出 す と き は 、 次 の 事 項 を

払出 し 先に 通 知す る 。  
⑴  払 出 年 月 日  
⑵  払 出 施 設 名  
⑶  払 出 Ｍ Ｂ Ａ及 び ＫＭ Ｐ  
⑷  払 出 責 任 者  
⑸  バ ッ チ 名  
⑹  バ ッ チ 当 たり の 単位 体 数  
⑺  物 質 記 述 コー ド  
⑻  元 素  
⑼  濃 縮 度  
⑽  測 定 ベ ー スコ ー ド  
⑾  供 給 当 事 国別 管 理区 分  
⑿  供 給 当 事 国別 管 理区 分 ごと の 元素 重 量  
⒀  供 給 当 事 国別 管 理区 分 ごと の 核分 裂 性物 質 重量  
（事 故 損 失 又 は事 故 増加 ）  

第 13 条  計量 管 理 実 施 者 は 、事 故・盗難 等の 不 測の 事 態が 発 生し た こ と に より 、

核 燃 料 物 質 の 損 失 若 し く は 増 加 が 生 じ た 場 合 又 は 生 じ た と み な さ れ る 場 合

は 、 こ れ を 事 故 損 失 又 は 事 故 増 加 と し 、 直 ち に そ の 原 因 を 調 査 し て 適 宜 な 措

置を 講 ずる と とも に 、む つ 事務 所 長に 報 告し 、 計量 管 理責 任 者に 通 知す る 。  
 
 
 
 
 

（バ ッ チ の 構 成等 の 変更 ）  
第 14 条  計量 管 理 実 施 者 は 、 核 燃料 物 質の 組 成・ 形 状等 に 変更 が 生じ た 場合 、

及び バ ッチ の 名称 の 変 更 、分 割 、併 合等（以 下「 リバ ッ チン グ」と いう 。）を

した 場 合は 、 速や か にむ つ 事務 所 長に 報 告し 、 計量 管 理責 任 者に 通 知す る 。  
 

第 15 条 ～第 17 条         （ 略 ）  
 

第５ 章  実 在 庫量 の 確認  
（目 的 及び そ の頻 度 ）  

第 18 条  計量 管 理 実 施者 は 、 管 理す る Ｍ ＢＡ の 核 燃 料物 質 の 実在 庫 量 を 確定

し、 帳 簿在 庫 との 差 を 確 認 す る 。  
２  前 項の 実 在 庫 量 の 確 認 （ 以 下 「棚 卸 し」 と いう 。） は 、 年１ 回 実施 す る。  
 

 

及び 受 取責 任 者等 を 確認 す る。  
４  計 量 管 理 実 施 者 は 、 当 該 施 設 か ら 核 燃 料 物 質 を 払 出 す と き は 、 次 の 事 項 を

払出 し 先に 通 知す る 。  
⑴  払 出年 月 日  
⑵  払 出施 設 名  
⑶  払 出Ｍ Ｂ Ａ及 び ＫＭ Ｐ  
⑷  払 出責 任 者  
⑸  バ ッチ 名  
⑹  バ ッチ 当 たり の 単位 体 数  
⑺  物 質記 述 コー ド  
⑻  元 素  
⑼  濃 縮度  
⑽  測 定ベ ー スコ ー ド  
⑾  供 給当 事 国別 管 理区 分  
⑿  供 給当 事 国別 管 理区 分 ごと の 元素 重 量  
⒀  供 給当 事 国別 管 理区 分 ごと の 核分 裂 性物 質 重量  
（事 故 損失 又 は事 故 増加 ）  

第 13 条  計量 管 理 実施 者 は、事 故・盗難 等の 不 測の 事 態 が 発 生し た こ と に より 、

核 燃 料 物 質 の 損 失 若 し く は 増 加 が 生 じ た 場 合 又 は 生 じ た と み な さ れ る 場 合

は 、 こ れ を 事 故 損 失 又 は 事 故 増 加 と し 、 直 ち に そ の 原 因 を 調 査 し て 適 宜 な 措

置を 講 ずる と とも に 、所 長 に報 告 し、 計 量管 理 責任 者 に通 知 する 。  
 
 
２  計 量管 理 責任 者 は、 第 1 項に 定 める 事故 損 失又 は 事故 増 加（ 国 際約 束 に基

づく 保 障措 置 の適 用 上軽 微 なも の を除 く 。）が 生じ た と見 な され た 場合 は 、速

やか に 原子 力 規制 委 員会 に 報告 す る。  
（バ ッ チの 構 成等 の 変更 ）  

第 14 条  計量 管 理 実施 者 は、 核 燃料 物 質の 組 成・ 形 状等 に 変更 が 生じ た 場合 、

及び バ ッチ の 名称 の 変更 、分割 、併 合等（以 下「 リバ ッ チン グ」と いう 。）を

した 場 合は 、 速や か に所 長 に報 告 し、 計 量管 理 責任 者 に通 知 する 。  
 

第 15 条 ～第 17 条         （ 変 更な し ）  
 

第５ 章  実 在 庫量 の 確認  
（目 的 及び そ の頻 度 ）  

第 18 条  計量 管 理 実 施者 は 、 管 理す る Ｍ ＢＡ の 核 燃 料物 質 の 実 在 庫 量 を 確定

し、 帳 簿在 庫 との 差 を確 認 する 。  
２  前 項の 実 在庫 量 の確 認（ 以下「 棚卸 し」と い う。）は 、年１ 回 実 施 す る 。た

だし 棚 卸期 間は 14 か月 を 超え な いも の とす る 。  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
組織体制見直しに伴

う計量管理組織の変

更 
記載の明確化に伴う

変更 
 
 
 
 
組織体制見直しに伴

う計量管理組織の変

更 
 
 
 
 
 
記載の明確化に伴う

変更 
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現       行 改  正  後 備  考 
第 19 条         （略 ）  
 

（通 知 ）  
第 20 条  計量 管 理 実 施 者 は 、棚卸 し を 行お う とす る とき は 、棚 卸実 施 計画 書を

添え て 計量 管 理責 任 者 に １ カ 月 半 前ま で に通 知 する 。  
２  計 量 管 理 責 任 者 は 、 前 項 の 通 知 を 受 け た と き は 、 原 子 力 規 制 委 員 会 に １ カ

月前 ま でに 通 知す る 。  
 

第 21 条 ～ 第 22 条         （ 略 ）  
 
（通 知 及 び 報 告）  

第 23 条  計量 管 理 実 施 者 は 、棚 卸し の 結果 に 基づ き 、実 在 庫量 に つ い て 、速 や

かに む つ事 務 所長 に 報告 し 、計 量 管理 責 任者 に 通知 す る。  
 

第６ 章  測 定 の方 法 及び 測 定機 器 の管 理  
 

第 24 条 ～ 第 26 条         （ 略 ）  
 

第７ 章   供 給当 事 国 別核 燃 料物 質 の管 理 方法  
 

第 27 条 ～第 33 条         （ 略 ）  
 
（供 給 当 事 国 の変 更 ）  

第 34 条  計量 管 理 実 施 者 は 、 核 燃料 物 質の 供 給当 事 国に 変 更が 生 じた と きは 、

速や か にむ つ 事務 所 長に 報 告し 、 計量 管 理責 任 者に 通 知す る 。  
 

第８ 章  記 録  
 

第 35 条 ～第 36 条         （ 略 ）  
 
（端 数 調 整 及 び訂 正 ）  

第 37 条  計量 管 理 実 施 者 は 、計 量記 録 の端 数 調整 又 は訂 正 の必 要 が生 じ たと き

は、 速 やか に むつ 事 務 所 長 に報 告 し、 計 量管 理 責任 者 に通 知 する 。  
（核 燃 料 物 質 受払 計 画）  

第 38 条  計量 管 理 実 施 者 は 、受 入れ 、又は 払 出す 核 燃料 物 質に つ い て 、次の 各

号に 掲 げる 事 項を 記 載 し た 受 払 計 画を 、毎年 １ 月１ 日 から ６ 月 30 日 ま での 期

間及 び ７月 １ 日か ら 12 月 31 日ま で の 期間 に つい て 作成 し 、それ ぞ れ当 該 期

間の 開 始１ カ 月半 前 ま で に 計 量 管 理責 任 者へ 通 知す る 。  
⑴  受 払 い の 予定 時 期  
⑵  受 払 い の 事由  

第 19 条         （変 更 なし ）  
 

（通 知 ）  
第 20 条  計量 管 理 実施 者 は、棚卸 し を 行お う とす る とき は 、棚 卸実 施 計 画 書を

添え て 計量 管 理責 任 者に １ か月 半 前ま で に通 知 する 。  
２  計 量 管 理 責 任 者 は 、 前 項 の 通 知 を 受 け た と き は 、 原 子 力 規 制 委 員 会 に １ か

月前 ま でに 通 知す る 。  
 

第 21 条 ～第 22 条         （ 変 更な し ）  
 

（通 知 及び 報 告）  
第 23 条  計量 管 理 実施 者 は、棚 卸し の 結果 に 基づ き 、実 在 庫量 に つ い て 、速 や

かに 所 長に 報 告し 、 計量 管 理責 任 者に 通 知す る 。  
 

第６ 章  測 定 の方 法 及び 測 定機 器 の管 理  
 

第 24 条 ～第 26 条         （ 変 更な し ）  
 

第７ 章   供 給当 事 国 別核 燃 料物 質 の管 理 方法  
 

第 27 条 ～第 33 条         （ 変 更な し ）  
 

（供 給 当事 国 の変 更 ）  
第 34 条  計量 管 理 実施 者 は、 核 燃料 物 質の 供 給当 事 国に 変 更が 生 じた と きは 、

速や か に所 長 に報 告 し、 計 量管 理 責任 者 に通 知 する 。  
 

第８ 章  記 録  
 

第 35 条 ～第 36 条         （ 変 更な し ）  
 

（端 数 調整 及 び訂 正 ）  
第 37 条  計量 管 理 実施 者 は、計 量記 録 の端 数 調整 又 は訂 正 の 必 要 が生 じ たと き

は、 速 やか に 所長 に 報告 し 、計 量 管理 責 任者 に 通知 す る。  
（核 燃 料物 質 受払 計 画）  

第 38 条  計量 管 理 実施 者 は、受 入れ 、又は 払 出す 核 燃料 物 質に つ い て 、次の 各

号に 掲 げる 事 項を 記 載し た 受払 計 画を 、毎年 １ 月１ 日 から ６ 月 30 日 ま での 期

間及 び ７月 １ 日か ら 12 月 31 日ま で の 期間 に つい て 作成 し 、それ ぞ れ当 該 期

間の 開 始１ か 月半 前 まで に 計量 管 理責 任 者へ 通 知す る 。  
⑴  受 払い の 予定 時 期  
⑵  受 払い の 事由  

 
 
 
 
記載の適正化に伴う

変更 
 
 
 
 
 
 
組織体制見直しに伴

う計量管理組織の変

更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
組織体制見直しに伴

う計量管理組織の変

更 
 
 
 
 
 
組織体制見直しに伴

う計量管理組織の変

更 
 
 
記載の適正化に伴う

変更 
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現       行 改  正  後 備  考 
⑶  核 燃 料 物 質の 区 分  
⑷  数 量 （ ウ ラ ン に あ っ て は ウ ラ ン ２ ３ ５ の 量 、 プ ル ト ニ ウ ム に あ っ て は プ

ルト ニ ウム ２ ３９ の 量と プ ルト ニ ウム ２ ４１ の 量を 併 せて 記 載す る こと 。 )  
⑸  受 払 い の 相手 方  

２  前 項 の 場 合 に お い て 核 燃 料 物 質 の 受 払 い が 輸 入 又 は 輸 出 に よ る も の で あ る

とき は 、次 の 各号 に 掲 げ る 事 項 を 併せ て 記載 す る。  
⑴  受 払 い の 相手 国  
⑵  核 燃 料 物 質の 組 成、 形 状  
⑶  単 位 体 数  
⑷  運 搬 容 器 の概 要  
⑸  運 搬 手 段  
⑹  開 梱 又 は 梱包 を 行う 場 所及 び 予定 期 日  

３  計 量 管 理 実 施 者 は 、 第 １ 項 の 受 払 計 画 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 速 や か

にそ の 内容 を 計量 管 理 責 任 者 に 通 知す る 。  
 

第 39 条         （略 ）  
 

第９ 章  報 告  
(報 告 書 )  

第 40 条  むつ 事 務 所 長 は 、次 の 各号 に 関す る こと に つい て 原子 力 規制 委 員会 に

報告 す る。  
⑴  核 燃 料 物 質 在 庫 変 動 ・ 受 払 間 差 異 ・ リ バ ッ チ ン グ 報 告 書 （ 核 燃 料 物 質 在

庫 変 動 等 供 給 当 事 国 別 明 細 報 告 書 （ １ ） 及 び 核 燃 料 物 質 在 庫 変 動 等 供 給 当

事国 別 明細 報 告書 （ ２） を 含む 。）  
⑵  核 燃 料 物 質 実 在 庫 量 明 細 報 告 書 （ 核 燃 料 物 質 実 在 庫 量 供 給 当 事 国 別 明 細

報 告 書 （ １ ） 及 び 核 燃 料 物 質 実 在 庫 量 供 給 当 事 国 別 明 細 報 告 書 （ ２ ） を 含

む。）  
⑶  核 燃 料 物 質収 支 報告 書  
⑷  核 燃 料 物 質受 払 計画 等 報告 書 及び 核 燃料 物 質受 払 計画 等 変更 報 告書  
⑸  核 燃 料 物 質輸 入 (輸 出 )実 施 計画 報 告 書  
⑹  施 設 操 業 計画 報 告書  

（注 釈 ）  
第 41 条  むつ 事 務 所 長 は 、核 燃 料物 質 在庫 変 動・受 払間 差 異・リ バッ チ ング 報

告書 、核 燃料 物 質在 庫変 動 等 供 給 当事 国 別明 細 報告 書（ １）、核燃 料 物質 在 庫

変動 等 供給 当 事国 別 明 細 報 告 書（ ２）、核燃 料 物質 実 在庫 量 明細 報 告書 、核 燃

料物 質 実在 庫 量供 給 当 事 国 別 明 細 報告 書（ １）、核燃 料 物 質 実 在庫 量 供給 当 事

国別 明 細報 告 書（２ ）、核 燃 料 物 質収 支 報告 書 、核燃 料 物 質 受払 計 画等 報 告書

及 び 核 燃 料 物 質 受 払 計 画 等 変 更 報 告 書 の 各 種 報 告 を す る 場 合 、 必 要 に 応 じ て

注釈 に より 補 足説 明 す る こ と が で きる 。  
 

⑶  核 燃料 物 質の 区 分  
⑷  数 量 （ ウ ラ ン に あ っ て は ウ ラ ン ２ ３ ５ の 量 、 プ ル ト ニ ウ ム に あ っ て は プ

ルト ニ ウム ２ ３９ の 量と プ ルト ニ ウム ２ ４１ の 量を 併 せて 記 載 す る こと 。 )  
⑸  受 払い の 相手 方  

２  前 項 の 場 合 に お い て 核 燃 料 物 質 の 受 払 い が 輸 入 又 は 輸 出 に よ る も の で あ る

とき は 、次 の 各号 に 掲げ る 事項 を 併せ て 記載 す る。  
⑴  受 払い の 相手 国  
⑵  核 燃料 物 質の 組 成、 形 状  
⑶  単 位体 数  
⑷  運 搬容 器 の概 要  
⑸  運 搬手 段  
⑹  開 梱又 は 梱包 を 行う 場 所及 び 予定 期 日  

３  計 量 管 理 実 施 者 は 、 第 １ 項 の 受 払 計 画 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 速 や か

にそ の 内容 を 計量 管 理責 任 者に 通 知す る 。  
 

第 39 条         （変 更 なし ）  
 

第９ 章  報 告  
(報 告 書 )  

第 40 条  所長 は 、 次 の各 号 に 関 する こ と につ い て 原 子力 規 制 委員 会 に 報 告す

る。  
⑴  核 燃 料 物 質 在 庫 変 動 ・ 受 払 間 差 異 ・ リ バ ッ チ ン グ 報 告 書 （ 核 燃 料 物 質 在

庫 変 動 等 供 給 当 事 国 別 明 細 報 告 書 （ １ ） 及 び 核 燃 料 物 質 在 庫 変 動 等 供 給 当

事国 別 明細 報 告書 （ ２） を 含む 。）  
⑵  核 燃 料 物 質 実 在 庫 量 明 細 報 告 書 （ 核 燃 料 物 質 実 在 庫 量 供 給 当 事 国 別 明 細

報 告 書 （ １ ） 及 び 核 燃 料 物 質 実 在 庫 量 供 給 当 事 国 別 明 細 報 告 書 （ ２ ） を 含

む。）  
⑶  核 燃料 物 質収 支 報告 書  
⑷  核 燃料 物 質受 払 計画 等 報告 書 及び 核 燃料 物 質受 払 計画 等 変更 報 告 書  
⑸  核 燃料 物 質輸 入 (輸 出 )実 施 計画 報 告 書  
⑹  施 設操 業 計画 報 告書  

（注 釈 ）  
第 41 条  所長 は 、核燃 料 物質 在 庫変 動・受払 間 差異・リ バ ッチ ン グ 報 告 書 、核

燃料 物 質在 庫 変動 等 供給 当 事国 別 明細 報 告書（ １）、核 燃 料 物 質在 庫 変動 等 供

給当 事 国別 明 細報 告 書（２ ）、核 燃 料物 質実 在 庫量 明 細報 告 書 、核 燃 料物 質 実

在庫 量 供給 当 事国 別 明細 報 告書（ １）、核 燃料 物 質実 在 庫 量 供 給当 事 国別 明 細

報告 書（ ２）、核燃 料物 質 収 支 報 告書 、核 燃 料 物質 受 払計 画 等報 告 書及 び 核燃

料 物 質 受 払 計 画 等 変 更 報 告 書 の 各 種 報 告 を す る 場 合 、 必 要 に 応 じ て 注 釈 に よ

り補 足 説明 す るこ と がで き る。  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
組織体制見直しに伴

う計量管理組織の変

更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同上 
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現       行 改  正  後 備  考 
第 42 条         （略 ）  
 

第 10 章  国際 約 束 の遵 守 等に 係 る事 項  
 

第 43 条 ～第 44 条         （ 略 ）  
 

（封 印 及 び 監 視装 置 ）  
第 45 条  計 量 管理 実施 者 は、 法 律 第 61 条 の 8 の 2 第 2 項 第 4 号 又は 第 68 条

第 11 項 もし く は 第 13 項の 規 定に 基 づ き原 子 力規 制 委員 会 の指 定 する 職 員又

は 国 際 原 子 力 機 関 の 指 定 す る 者 が 取 り 付 け た 封 印 又 は 監 視 装 置 を 正 当 な 理 由

なく 取 りは ず し、 又 は き 損 し な い よう 管 理す る 。  
２  計 量 管 理 実 施 者 は 、 前 項 の 封 印 又 は 監 視 装 置 を 取 り は ず す 必 要 が 生 じ た と

きは 、 あら か じめ む つ事 務 所長 に 報告 し 、計 量 管理 責 任者 の 同意 を 得る 。  
３  計 量 管 理 責 任 者 は 、 前 項 の 同 意 を し よ う と す る と き は 、 原 子 力 規 制 委 員 会

に あ ら か じ め そ の 旨 を 連 絡 す る 。 た だ し 、 緊 急 や む を 得 な い 事 由 に よ り そ の

連絡 が でき な かっ た と き は 、 事 後 速や か に理 由 を付 し て連 絡 する 。  
４  計 量 管 理 実 施 者 は 、 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 取 り は ず し た 封 印 又 は 監 視 装 置

を計 量 管理 責 任者 の 指 示 す る ま で の間 保 管す る 。  
５  計 量 管 理 実施 者 は、 第 １項 の 規定 に 基づ き 取り 付 けた 封 印又 は 監視 装 置に

つい て 異常 を 発見 し たと き は、 む つ事 務 所長 に 報告 し 、計 量 管理 責 任者 に 通

知す る 。  
６  計 量 管 理 責任 者 は、 前 項の 通 知を 受 けた と きは 、 原子 力 規制 委 員会 に 速や

かに そ の旨 を 連絡 す る。  
 

附  則 （ 平 成 17 年 10 月 １日 17 (規程 )第 38 号 ）  
 こ の 規定 は 、平 成 17 年 10 月１ 日 か ら施 行 する 。  

附  則 （ 平 成 19 年 ４月 １ 日 19 青 む (規 則 )第 １号 ）  
 こ の 規定 は 、平 成 19 年 4 月 １ 日か ら施 行 する 。  

附  則 （ 平 成 21 年 12 月 25 日 21 青 む (規則 )第６ 号 ）  
この 規 定 は 、 認 可 の 後 、 平 成 21 年 12 月 25 日 か ら施 行 す る。  

附  則 （ 平 成 27 年 3 月 24 日  青 む (規 則 )第 10 号）  
この 規 定は 、 平成 27 年 4 月 1 日 から 施 行す る 。  

 
 
 
 

別表第 1～別表第 2        （ 略 ）  
 
 

第 42 条         （変 更 なし ）  
 

第 10 章  国際 約 束 の遵 守 等に 係 る事 項  
 

第 43 条 ～第 44 条         （ 変 更な し ）  
 

（封 印 及び 監 視装 置 ）  
第 45 条  計 量 管理 実施 者 は、 法 律 第 61 条 の 8 の 2 第 2 項 第 4 号 又は 第 68 条

第 11 項 もし く は 第 13 項の 規 定に 基 づ き原 子 力規 制 委員 会 の指 定 する 職 員又

は 国 際 原 子 力 機 関 の 指 定 す る 者 が 取 り 付 け た 封 印 又 は 監 視 装 置 を 正 当 な 理 由

なく 取 りは ず し、 又 はき 損 しな い よう 管 理す る 。  
２  計 量 管 理 実 施 者 は 、 前 項 の 封 印 又 は 監 視 装 置 を 取 り は ず す 必 要 が 生 じ た と

きは 、 あら か じめ 所 長に 報 告し 、 計量 管 理責 任 者の 同 意を 得 る。  
３  計 量 管 理 責 任 者 は 、 前 項 の 同 意 を し よ う と す る と き は 、 原 子 力 規 制 委 員 会

に あ ら か じ め そ の 旨 を 連 絡 す る 。 た だ し 、 緊 急 や む を 得 な い 事 由 に よ り そ の

連絡 が でき な かっ た とき は 、事 後 速や か に理 由 を付 し て連 絡 する 。  
４  計 量 管 理 実 施 者 は 、 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 取 り は ず し た 封 印 又 は 監 視 装 置

を計 量 管理 責 任者 の 指示 す るま で の間 保 管す る 。  
５  計 量管 理 実施 者 は、 第 １項 の 規定 に 基づ き 取り 付 けた 封 印又 は 監 視 装 置に

つい て 異常 を 発見 し たと き は、 所 長に 報 告し 、 計量 管 理責 任 者に 通 知す る 。  
 
６  計 量管 理 責任 者 は、 前 項の 通 知を 受 けた と きは 、 原子 力 規制 委 員会 に 速や

かに そ の旨 を 連絡 す る。  
 

附  則 （平 成 17 年 10 月 1 日 17 (規程 )第 38 号 ）  
 こ の 規定 は 、平 成 17 年 10 月 1 日 か ら施 行 する 。  

附  則 （平 成 19 年 ４月 １日 19 青 む (規 則 )第 １号 ）  
 こ の 規定 は 、平 成 19 年 4 月 1 日か ら施 行 する 。  

附  則 （平 成 21 年 12 月 25 日 21 青 む (規則 )第６ 号 ）  
この 規 定は 、 認可 の 後、 平成 21 年 12 月 25 日 か ら施 行 す る。  

附  則 （平 成 27 年 3 月 24 日  青 む (規 則 )第 10 号）  
この 規 定は 、 平成 27 年 4 月 1 日 から 施 行す る 。  

附  則 （平 成  年  月  日  青 む (規 則 )第  号 ）  
この 規 定は 、 平成  年  月  日 か ら施 行 する 。  

 
 

別表第 1～別表第 2        （ 変 更な し ）  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
組織体制見直しに伴

う計量管理組織の変

更 
 
 
 
 
同上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
施行期日の追加に伴

う変更 
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現       行 改  正  後 備  考 
   

 
 
 
組織体制見直しに伴

う事業所名称の変更 
 
 
 
組織体制見直しに伴

う計量管理組織の変

更 
 
 
 
 
 
 
 
同上 

 

別 図  青森研究開発センターむつ事務所の計量管理組織図 

むつ事務所長 

計量 管 理責 任 者  

（保安管理課長） 

計量管理実施者 

 

別 図  青森研究開発センターの計量管理組織図 

青森研究開発センター所長 

計量 管 理責 任 者  

（保安管理課長） 

計量管理実施者 

ゅ （施設工務課長） 
（施設管理課長） 



 
 

別紙２ 
 
 
 
 

変更の理由 
 

 
１． 日本原子力研究開発機構の組織体制の見直しのため 

 

２． 記載の適正化等のため 

(1) 記載の明確化のため 

(2) 記載の適正化のため 

(3) 施行期日の追加のため 

 

 

 

以 上 
 


